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【問】農林水産課　☎（087）894-1116

イノシシやサルが出没
して農地を掘り起こされ、
農作物が食べられるので
捕まえてほしい。

有害鳥獣被害にお困りではありませんか？
近年イノシシやサル等の野生鳥獣により農地を掘り起こされ、農作物が食べられる等の被害が多発しております。
農林水産課では、被害があって困っている、対策をしたいが方法が分からないなどの相談を受け付けております。

燃油、配合飼料、資材等の物価高騰等により、大きな影響を受けている市内農業者を支援するため、生産コス
トの一部を補填する支援金を交付します。

また、有害鳥獣被害を減らすには地元の方々の協力が不可欠です。自治会単位などで有害鳥獣対策の講習会
も実施できますので、ご希望の方はご連絡をお願いします。

例えば…
農地にイノシシが入ら

ないために柵をしたい。

例えば…
ハクビシン等が農作物

を食べているので捕獲檻
を設置したい。

例えば…

など有害鳥獣対策に関することはお気軽にお問い合わせください。

農業者物価高騰対策継続支援金 
「農業を仕事にしてみたい」、「使わない農地の活用に困っている」など、農地や農業全般について、地域の農業
委員が皆様のご相談に応じます。予約の方を優先的にご案内します。

～ 農家のギモン・お悩み　ご相談ください ～ 

本市内に住所を有する（法人の場合は本社の住所
を有する）農業者で、今後も経営等の継続の意思
があるもの（令和7年9月1日時点）
市税に滞納がないもの

●

●

補助対象者
● 交付申請書

● 添付書類

※農林水産課および総合支所に設置しているほか、
市ホームページからダウンロード可能

・振込口座の通帳または
　キャッシュカードの写し（必須）
・令和6年の農業収入50万円以上が分かるもの
（販売農家に限る）
①令和6年分の確定申告書（第一表）の写し
②確定申告を行わず、市民税・県民税申告のみ
の場合、市申告書の写し
※内容審査のため上記以外に提出をお願いする
場合があります。

必要書類

①農林水産課もしくは寒川庁舎総合支所へ持参
　（12月25日17時まで）
②郵送（12月25日消印有効）
③右記ＱＲコードから申請

申請方法

認定農業者・認定新規就農者／ 80,000円 
販売農家（令和6年の確定申告において農業収入
　　　　　50万円以上の者）／ 20,000円 
畜産農家（酪農、肉用牛、養豚、養鶏）／
　　　牛・豚1頭あたり 10,000円（上限50万円）
　　　鶏1羽あたり　　 20円（上限50万円）

●

●

●

補助額

申請期間 11月4日～ 12月25日 

支給方法 口座振込

申請は　
こちらから→

【問】政策課　☎（087）894-1112

詳しくは　
こちらから→12 月26日（金） 17:00 必着申 請 期 限

（ 令 和 7 年 度 分 ）

若
者
世
代

転入した年度の4月1日時点の年齢が18 ～ 39歳の方のうち、次の要件を満たす方
　▶市外からの転入日において、新たに借りた民間賃貸住宅に入居していること
　▶令和5年7月～令和7年6月に市役所で「転入」の手続きを済ませていること
 　　　 ※新たに借りた民間賃貸住宅の契約者は申請者本人に限ります

対象

上限  12万円 〔家賃（月額）の1/2に12を乗じた額〕　◆最長2年間金額

学
生

令和4 ～ 7年度から新たに学生となった方のうち、次の要件を満たす方
　▶進学を機に、新たに借りた民間賃貸住宅に入居していること
　▶令和4年3月～令和7年6月に市役所で「転入（転居）」の手続きを済ませていること
 　　　 ※市内にある実家から民間賃貸住宅に転居した方も対象となります
 　　　 ※保護者が契約者となって学生が入居する場合も対象となります

対象

上限  6万円 〔家賃（月額）の1/2に12を乗じた額〕　◆最長4年間金額

若者世代・学生の定住を応援します　さぬき暮らし応援補助金受付開始！

日合通信電線株式会社

企業版ふるさと納税によるご寄附をいただきました
このたび、本市のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業にご賛同いただき、企業版ふるさと納税としてご
寄附いただきました。企業HPはQRコードからご覧ください。

【問】政策課　☎（087）894-1112

寄附金額：20,000,000円
活用した事業：移住・定住促進プロジェクト
　　　　　　  細川林谷記念館事業および教育・文化振興事業

有限会社河井葬祭社
活用した事業：
志度寺改修プロジェクト

【寄附企業】

有限会社武田商事
活用した事業：
志度寺改修プロジェクト

株式会社Ｋ・クリエイト
活用した事業：移住・定住促進プロジェクト

【問】農業委員会事務局　☎（087）894-9212

相談日 地区 開催時間 会場

11月27日
（木）

長尾地区 長尾公民館
講座室2

津田公民館
第2講座室津田地区

相談日 地区 開催時間 会場

11月28日
（金）

大川地区

志度地区

寒川地区

大川公民館
第1会議室
さぬき市役所
201会議室

寒川庁舎
101会議室

  9：30

11：30

  9：30

11：30
〜 〜

14：00

16：00
〜 〜

14：00

16：00
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